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Abstract
One of the most serious problems in Bosnia and Herzegovina (BiH) is unemployment. 

According to government statistics, almost half of the working population in the country is 
registered as unemployed with the public employment service. Employment is one of the 
preconditions for survival of minority returnees in BiH. However, resolving the unemployment 
problem is essential not only for minorities but also for the entire nation. This paper examines 
the problems around unemployment and job creation in BiH. The main fi ndings of the research 
are as follows.

Massive employment losses have occurred in the last 25 years in BiH. The main reason is 
the destructive infl uence of the civil war in the early 1990s. However, the number of unemployed 
has increased in the postwar period. This has been partially caused by the failure of privatization 
programs. 

According to “Labor force survey BiH,” the labor force participation rate for 2006–2014 
was 52%–54%. This is nearly 20% lower than the average of advanced countries. This fact 
refl ects the scarcity of job opportunities in BiH. 

The unemployment rate is particularly high among the young. For example, the 
unemployment rate for those aged 15–24 years was 62% in 2014.  A big problem is that 
thousands of young people who went into higher education and obtained qualifi cations have left 
the country for work elsewhere. 

The extremely severe employment situation has encouraged the escalation of two negative 
phenomena in BiH. One is unregistered work. In this type of employment, employers neglect 
their duty to give workers social insurance. Thus, they escape from their obligation to pay 
contributions for social insurance. The controls on illegal employers need to be enhanced.

Another problem is nepotism, the unfair practice of those in positions of power giving jobs 
to their family and friends. In the public sector in BiH, a very small number of people obtain 
work easily through nepotism, while the rest, who have no infl uential connections, face great 
diffi culty obtaining work. The solution to this problem requires corrective and preventive action 
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against nepotism. This includes the introduction of a transparent system of recruitment.
Employment creation is indispensable to solving the unemployment problem. This requires 

a strategic economic development plan in which the country’s potential resources are fully 
utilized. It also demands the elimination of obstacles to start-ups and investment from home and 
abroad.
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１　キー・ファクターとしての雇用

　ボスニア・ヘルツゴヴィナは旧ユーゴスラヴィ
ア連邦を構成した6つの共和国の1つであり、か
つてはボシュニャク人（ムスリム人）、セルビア人、
クロアチア人が混住・共生する平和な社会を形成
していた。しかし、1990年代初めにユーゴスラヴィ
ア連邦の解体が進む中で、ボスニア・ヘルツゴ
ヴィナ共和国の独立を巡って民族間で内戦が勃発
した。各民族は支配地域を拡大するために3年半
以上にわたって戦闘を繰り広げた。その結果、死
者･行方不明者10.5万人、難民・避難民200万人
を出し、戦後の欧州で最悪の地域紛争となった。
　1995年11月にデイトン和平協定が成立し、戦
争は終結した。それから20年が経過した。この
間に平和は回復し、難民の帰還のプロセスもほぼ
完了した。しかし、ボスニア・ヘルツゴヴィナは
内戦前の社会、とくに多民族の共生社会を取り戻
したとはいえない状況にある。最大の問題は、内
戦の結果として同国の領土が民族間で事実上分割
されたため、各地域で政治的にマイノリティに
なった住民の帰還が進まなかったことである。
　この間にマイノリティの帰還がなかったわけで
はない。難民の帰還に関する統計を調べると、内
戦前の水準には及ばないが、マイノリティの帰還
は一定程度実現し、それに応じて人口構成の多民
族的性格が多少とも回復した地域も多い。この点
では国際社会の努力は民族浄化の結果をある程
度修正することに成功したと見ることができる 1。
ところが、第2の点として、マイノリティ帰還者
のかなりの部分は実際には元の居住地に常住して
いないことも明らかになった。これは「持続的な
帰還（sustainable return）」の条件が欠如し、生活
を再建できないためである。その際の最大の障害
は戻ってきても仕事がないことである。帰還住民
の中には、取り戻した住宅を売却したり、賃貸に
出したりする人も多く、それができない場合には
空き家にしておく人も少なくない。いずれにせよ、
一度は元の居住地に帰還を果たしたが、そこに常
住していない者が多い。元の居住地に常住する帰
還者は年金生活者など年配者に偏り、農業で食糧
の自給ができる農村地域に多い。若い世代の多く

は出身地域では得難い良好な教育機会や社会・経
済的機会に惹かれ、避難先の地域に留まっている。
そのため、マイノリティの帰還は統計上の数字を
額面通りに受け取ることはできない 2。
　就業機会の不足はマイノリティの帰還を阻む問
題であるだけでない。登録された人口よりも少な
いが、どの地域でも一定程度のマイノリティが残
留し、常住している。彼らは内戦中に居住地を離
れなかった人びとか比較的早く元の居住地に戻っ
てきた人びとである。彼らの中に他に仕事がない
ために仕方なく農業に従事していたり、日雇いの
仕事に従事したりしてどうにか生計を維持してい
る人が実に多い。彼らにとって就業の成就はまさ
に死活問題である。これまで私はフィールドワー
クを続ける中で安定した仕事を渇望するマイノリ
ティ残留者の悲痛な声に何度も接してきた。どう
してこんなに就職が難しいのか。これは現地でい
つも思う素朴な疑問であった。
　就業機会の不足はマイノリティだけの問題では
ない。マジョリティ民族を含めてこの国の全国民
に共通して関係する問題である。政府統計によれ
ば、この国では労働力人口の半数は失業者である。
失業者のうち長期失業者（失業期間が1年を超え
る者）の比率は80%を超える。とくに若者の失業
率は60％を超え、深刻な社会問題である。この
ように極度の就職難といってよい状況が内戦後の
20年間ずっと続いている。この就職難を緩和し
なければマイノリティ残留者の生き残りも危うく
なり、多民族の共生社会の再建は一層遠のいてし
まうことになる。
　他方、就業機会の不足は昔から存在する悪しき
慣行を助長する結果をもたらしている。それは縁
故採用である。極度の就職難の最中でも一部の
人びとは縁故採用によって魅力的な職場に就職
し、安定した地位と相対的に高い収入を手にして
いる。就業機会の不足の故に縁故に頼って就職し
ようとする者が増えるわけであるが、それが故に
有力な縁故を持たない者はますます就職すること
が困難になる。これは個人が努力によって獲得し
た能力や資格が就職の際に重視されないことを意
味する。この点でこの国の就職難は単に就業機会
の不足によって引き起こされたものではなく、縁
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故採用の壁によって助長された部分があるように
思われる。極度の就職難を緩和するためにはこの
縁故採用の壁を崩すことをも考えなければならな
い。
　私は難民の帰還が完了した段階では「残留」に
着目する必要があると考え、各地域でマイノリ
ティ残留者の生活実態と世代的再生産の可能性を
調べてきた。ユーゴスラヴィアの諸地域が多民族
の共生社会を取り戻すためにはマイノリティの持
続的残留と統合が可能になる必要があるからだ。
だがそのために解決すべき喫緊の課題は極度の就
職難の緩和である。もっとも、これは大きな問題
であるので、その考察はいくつかの段階に分けて
行う必要がある
　そこで本稿では第一段階の考察として、ボスニ
ア・ヘルツゴヴィナの雇用をめぐる問題を分析す
ることにした。内戦後の深刻な失業問題はどのよ
うにして生じたのか。この国の労働市場の現状は
どうなっているのか。厳しい就職難の中でどのよ
うなネガティブな問題が発生しているのか。縁故
主義的な採用はこの国の経済と社会にどのような
影響を与えているか。失業問題の根本的な解決の
ためには何が必要か。以下ではこれらのことを分
析し、述べたい。

２　内戦後の雇用喪失とその要因

2-1　GDPの推移

　ボスニア･ヘルツェゴヴィナは国土の面積
51129㎢、日本の7分の1弱（中国地方5県と四国
4県を合計した面積）の大きさである。内戦前の
1991年の人口は約430万人だったが、2013年に実
施された人口調査の結果では379万1662人が登録
された。デイトン和平協定によってボスニア･ヘ
ルツェゴヴィナはほぼ面積が等分の二つの政治・
行政単位（Entitet；英語ではEntity、日本語では「構
成体」と訳される）に分かたれた。このうちボシュ
ニャク人とクロアチア人が中心の構成体であるボ
スニア･ヘルツェゴヴィナ連邦（以下ボスニア連
邦と略）の人口は2371603人（62.55%）、セルビ
ア人が中心のセルビア人共和国の人口は1326991

人（35.00%）、共通領域のブルチコ行政区の人口
は93028人（2.45%）である。ボスニア連邦は分
権的な単位であり、独自の行政府と立法機関をも
つ10の県（カントン）から構成される。さらに
県の下には市や町に相当する基礎自治体がある。
セルビア人共和国は中央集権的な単位であり、そ
の下には基礎自治体があるのみであり、県はない。
ブルチコ行政区は基礎自治体と同じ程度の規模で
あるが、独自の行政府と立法機関をもつ単位であ
る 3。
　内戦終結直後の1997年の名目GDPは国内通貨
で67.52億KM（兌換マルク）、これは38.94億ド
ルに相当した。一人あたり名目GDPは1798KM

（1037ドル）であった。内戦前のデータがないの
で比較はできないが、中進国の水準にあった同国
の経済活動は内戦の影響によって大きく落ち込ん
だと見られる。しかし、同国の経済はその後に比
較的高い比率で成長した。2004年の名目GDPは
1997年の2倍の134.97億KM（85.67億ドル）、一
人あたり名目GDPも1997年の2倍の3512KM（2229

ドル）であった 4。
　2000年代後半もGDPは順調に拡大した。しか
し、急速な経済成長は2008年でストップし、リー
マン･ショックの翌年の2009年にはマイナス成
長を記録した。不況による外国移住者や出稼ぎ労
働者からの送金の減少、外国からの直接投資の減
少、西欧への輸出の不振などが主要な原因である。
2010年代以降も2012年にマイナス成長を記録し
た。その後GDPはほぼ横ばいであり、経済の低
迷が続いている（表1）5。2014年の名目GDPは
世界109位、一人あたり名目GDPは世界第104位
である。一人あたり名目GDPは旧ユーゴスラヴィ
ア連邦の構成共和国の中ではもっとも低い。
　人口と産業の集積がより大きいボスニア連邦は
セルビア人共和国よりも経済規模が大きい。構成
体別の経済規模を見ると、2013年と2014年の名
目GDPは、ボスニア連邦が173.75億KMと177.91

億KM、セルビア人共和国が87.61億KMと88.24

億KM、ブルチコ行政区が6.07億KMと6.44億
KMである。つまり、名目GDPで見た場合、ボス
ニア連邦はセルビア人共和国の2倍の経済規模を
有する。この関係は2005年以降まったく変わら
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ない状態が続いている。

2-2　内戦前後の就業の状況

　内戦前の就業状況を知るためにユーゴスラヴィ
ア社会主義連邦の時代に編集された『ユーゴスラ
ビア統計年鑑1989年』に掲載のデータを見てお
きたい。まず1981年の人口調査から明らかになっ
たボスニア･ヘルツェゴヴィナ共和国の就業者数
は137.5万人であった。これには自営就業者とそ
の被雇用者および家族従業員が含まれる。社会有
の企業で働く被雇用者と公務労働に従事する被雇
用者（「連合労働の単位で働く労働者」）は98.7万
人であった（表2）。
　この統計年鑑には1984年から1988年までの被
雇用者数の推移が示されている。これをまとめた
ものが表3である。1980年代のユーゴスラビアで
は経済危機が深化し、企業の倒産が増加し、失

業者に相当する概念である求職者の数も年々増加
していた。被雇用者と求職者を合計した数字に占
める求職者の割合を求職者率（失業率に相当する
比率）とすると、1988年の求職者率は23.7%と高
い。それでもこの時代には被雇用者数が毎年増加
していていた。表には掲げないが、社会有部門で
は1988年には4万900件の新規雇用があり、退職
者と差し引きして6700人の雇用の純増があった。
その結果、1988年の被雇用者は108.4万人であっ
た。
　これに対し、表4はボスニア･ヘルツェゴヴィ
ナ労働・就業斡旋庁（Agencija za rad i zapošljavanje 

Bosne i Hercegovine）が公表した登録された就業
者と失業者および失業率であり、表5はボスニ
ア連邦とセルビア人共和国の各統計局が編集し
た近年の統計年鑑に掲載される就業者と失業者
を私が集計したものである 6。これによると、最
新の2013年の就業者数は67.4万人であり、これ



表３　内線前の被雇用者数の推移（1984-1988年）

表２　1981年の人口と就業人口構成

表４　登録された就業者と失業者（1998-2006年）

46 材　木　和　雄

は1981年の就業数（137.5万人）の49%に過ぎな
い。1988年の被雇用者数（108.4万人）と比べて
も62.1%の水準である。他方で両構成体の合計の
失業者は53.8万人、失業率は44.2%という高率で
ある。
　表4と表5の数値はボスニア連邦とセルビア人
共和国の就業斡旋局（Zavod za zapošljavanje、日
本のハローワークに相当する行政機関）がそれぞ
れの地方支所に登録された被雇用者と失業者の数
を集計したものである。しかし、この数字は現実



表５　登録された就業者と失業者（2007-2013年）

表６　1988年と2010年の産業部門別の企業雇用者数
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を忠実に反映していないと考えられている。失業
登録をした者の中には実際には何らかの仕事をし
ている者が含まれ、実際の就業者数はもっと多く、
したがって実際の失業者数はもっと少ないと見ら
れるからである。しかし、失業登録をしながらも
働いている人が従事する仕事は通常、雇用が不安
定な臨時の仕事か零細の自営業（とくに農業）で
ある。それゆえ、登録された就業者の数は相対的
に雇用が安定した仕事に従事する雇用者数とし
て意味がある。内戦前の1988年の被雇用者数は
108.4万人であったから、1998年の就業者数65.1

万人はこれよりも43.3万人も少ない。比率にして
39.9％の大幅減少である。
　この大量の雇用喪失は主として鉱工業部門で起
こった。このことをデータで確かめたい。『ユー
ゴスラヴィア統計年鑑1989』には1988年の産業
部門別の雇用者統計がある。他方、ボスニア･ヘ
ルツェゴヴィナ統計庁は2010年の産業部門別の
企業雇用者を公表している。それぞれの統計は分
類の仕方が異なる項目があるので単純には比較で
きないが、鉱工業、建設業、卸売り・小売業、運輸・

倉庫業は比較可能な項目である。これらを付き合
わせたものが表6である。ボスニア･ヘルツェゴ
ヴィナは山国であり、豊かな森林と多くの河川に
恵まれ、多様な卑金属を産出する鉱山がある。そ
のため、現在に至るまでの主要な産業は鉱物の採
掘業、採石・加工業、木材加工業、紙･パルプ製造、
電力供給業、金属製品・機械製造、化学製品など
の鉱工業である。1988年に鉱工業部門には47万
人の労働者が働いていた。しかしこれは2010年
には15.7万人に減少した。つまり、この国の鉱工
業部門では1988年から2010年の間に31.3万人の
雇用が失われ。これは1988年の鉱工業部門の被
雇用者数の66.7%に相当する大きさである。この
うち加工・製造業での雇用減少が29.8万人であり、
その大部分を占めている。
　失われた雇用機会は内戦終結から20年が経過
した現在に至るまで回復していない。ボスニア･
ヘルツェゴヴィナの戦後復興は雇用の回復を伴っ
ていなかった。このことは難民の持続的帰還と多
民族社会の再建を困難にしている根本的な問題の
1つである。
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2-3　雇用喪失の起源

　ではこの雇用喪失はどのような要因から起こっ
たのか。その起源は連邦解体と内戦の影響にある。
第1に戦闘による企業や工場の破壊である。ボス
ニア･ヘルツェゴヴィナでは内戦の中で攻撃を受
けたり、略奪を受けたりして操業や営業を停止し
た企業は多数存在する。現在でも地方都市に行く
と、内戦時に破壊された商業施設（デパートやホ
テルなど）や企業・工場の建物の残骸がそのまま
残っているのを目にすることができる。
　しかし、より大きな打撃を与えた第2の要因は
ユーゴスラヴィア連邦の解体と内戦によって企業
がかつての国内市場を失ったことである。この要
因はその他の連邦構成共和国の企業にも当てはま
るが、ボスニア･ヘルツェゴヴィナに関しては2

つの典型例を指摘したい。
　1つはボスニア･ヘルツェゴヴィナ南東部の中
核都市モスタール（Mostar）の「ソーコ（Soko）」
という企業である。ソーコは1950年に設立され
た航空機製造企業であった。その主要な取引の相
手はユーゴスラヴィア人民軍であり、ソーコはそ
の注文に応じて各種の戦闘機や軍用機、ヘリコプ
ターを製造していた。この国のかつての指導者チ
トーは非同盟外交のリーダーであった。その恩恵
を受けてソーコは途上国から航空機を受注するこ
ともあった。ソーコは最盛期には8000人の従業
員を雇用し、他の都市にも工場を持っていた。こ
のうちモスタールの工場では5000人の従業員が
働いていた。しかし、ユーゴスラヴィア連邦の解
体によってソーコはユーゴスラヴィア人民軍とい
う大きな取引相手を失った。これは大きな痛手と
なり、内戦後にソーコの生産活動は停止に追い込
まれた。現在ソーコは航空機産業時代に培った技
術を継承し、自動車の空調機や変速機などの装備・
部品を製造する企業として操業を続けているが、
従業員は300人程度まで減少している。
　もう1つはボスニア･ヘルツェゴヴィナ北西部
ヴェリカ・クラドゥシャ（Velika Kladuša）に拠
点を置いていたアグロコメルツ（Agrokomerc）で
ある。アグロコメルツは1969年に創設された食
品製造企業である。当初は単一の養鶏場を持つ

農業組合であったが、1970年代にフィクレット・
アブディッチが経営のトップに就任してから急成
長した。同社は周辺地域に農場と工場を増設し、
鶏卵、鶏肉・七面鳥・兎肉などの食肉、マヨネー
ズやサラミなどの加工品の生産量と販路を拡大し
た。その結果、1980年代にはユーゴスラヴィア
連邦では最大級の食品会社に成長した。しかし、
内戦の勃発により国内外の販路を失い、西ボスニ
アの政治的な混乱の影響もあり、アグロコメルツ
は生産を停止した。最盛期には13000人を超えた
従業員はすべて職を失った。2015年初めには企
業資産の保全管理のために260人の元従業員が無
給で見回りをしているのみである。ヴェリカ・ク
ラドゥシャはアグロコメルツの企業城下町になっ
ていたため、同社の経営破綻の影響は大きく、関
連産業を含めて地域住民の雇用を奪った。その後
遺症は現在も続いている。2015年の時点で45000

人の住民のうち、仕事を持つ者は4200人、失業
者はその2倍以上の8500人に達している 7。
　第3に民族対立の影響も大きく作用した。ボス
ニア･ヘルツェゴヴィナでは内戦中に民族的理由
による従業員の解雇が横行した。民族浄化も同様
の結果をもたらした。セルビア人が支配する地
域では非セルビア人、とくにボシュニャク人とク
ロアチア人は居住地から追い出され、職場と仕事
を失った。彼らが従事していた仕事は他地域から
到来したセルビア人の避難民に奪われ、内戦後に
帰還しても元の職場に復帰することはできなかっ
た。他方、クロアチア人が支配する地域ではセル
ビア人とボシュニャク人が居住地を追われ、職場
と仕事を失った。彼らの仕事は他地域から避難し
てきたクロアチア人に与えられ、内戦後に帰還し
ても元の職場に復帰することはできなかった。

2-4　内戦後の失業者増加の要因

　ボスニア･ヘルツェゴヴィナの雇用喪失の淵源
はユーゴスラヴィア連邦解体と内戦に伴う社会混
乱にあるが、内戦後の失業問題がすべてこれに起
因するとは考えられない。表4を見ると分かるよ
うに、登録された失業者数は内戦後に増加してい
るからである。政府機関に登録された失業者数は
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内戦終結直後の1998年に12月全国レベルで39.8

万人であった。しかし、労働・就業斡旋庁の発表
によると、2014年12月の登録された失業者数は
54.7万人（失業率は43.6%）になっていた 8。この
14年間に15万人の失業者の増加があったことに
なる。このうち2000年代の前半は難民・国内避
難民の帰還が大きく進展した時期に当たり、この
時期の失業者の増加は元の居住地に帰還した人び
との失業登録の増加による部分が大きいと考えら
れる。
　しかし、難民･国内避難民の集団的な帰還は
2000年代後半には終了したため、2010年代の失
業者の増加は別の要因を考える必要がある。その
背景には2008年のリーマン･ショック以降の欧州
経済の不況があり、その影響を受けてボスニア･
ヘルツェゴヴィナでも企業倒産が増加したことに
ある。だがこれには移行期経済に関係する特殊な
要因が作用している。端的に言えば、企業民営化
のプロセスの否定的な影響である。
　ボスニア･ヘルツェゴヴィナは内戦前には社会
主義の経済体制をとっていたため、その崩壊後
は市場経済への移行が大きな課題になった。市
場経済の主体は私企業であるので、企業の民営化
（Privatizacija）が進められた。1999年に開始され
たこの国の民営化の方式は2つあり、主要な方式
はバウチャー方式であった。全国民はバウチャー
の交付を受ける権利があり、このバウチャーと引
き替えに株式会社化した企業の新株を購入でき
た。しかし、大部分の場合に企業の所有者になっ
たのはその企業の経営幹部であった。彼らは企業
資産を担保に銀行から融資を受けて株式を買い集
め、経営権を握った。しかし、グローバル化した
経済環境と厳しい交易条件（とくにボスニア・マ
ルク高）の中で企業が生き残るためには相応の経
営手腕が必要であったが、そのような資質を持つ
経営幹部は極めて少なかった。彼らは経営に行き
詰まると企業資産を売却し、営業や操業を停止し
た。結局、企業資産は経営幹部と融資元の銀行の
間で山分けされた。従業員は長らく賃金未受領が
続いたあげく、企業の閉鎖と共に失業者として投
げ出されることになった 9。
　このような事例が全国各地で日常茶飯事のよう

に発生したため、企業の民営化はこの国の一般
庶民の間ではすこぶる評判が悪い。それは「略
奪」や「窃盗」と同一視されることも多く、企業
資産の売却で一財産を築いた人物は「タイクン
（Tajkun）」と呼ばれている。これは中国語の「大
君」に由来し、成金長者という意味で使われてい
る。企業の民営化も「タイクン的民営化（Tajkunska 

privatizacija）」と揶揄されることが多い。企業の
民営化後の破産によってどれだけの数の従業員が
失業したのかについては信頼できるデータが存在
しないが、少なくとも数万人規模に上ることは確
実である 10。
　他方、一部の大企業は「戦略的企業」に指定さ
れ、バウチャー方式による民営化の対象から除外
された。これらの企業は国有化され、競争入札方
式で売却先を決めることになった。ボスニア連邦
では72、セルビア人共和国では56の企業が戦略
的企業に指定された。しかし、戦略的企業の民営
化のプロセスは遅々として進まなかった。この間
に経営が悪化し、企業価値が減少して売却がさら
に遅れるという悪循環に陥った企業も多い。現在
これらの企業の中には政府から赤字の補填を受け
て存続している企業が多い。民営化が実現した場
合には経営の再建のために事業の再編と従業員の
削減は不可避であり、新たに失業者が創出される
恐れがある 11。

３　労働力調査から見た就業・不就業
の特徴

3-1　労働力人口と就業動向

　ユーゴスラヴィア連邦の時代を含めてボスニア
･ヘルツェゴヴィナには就業・不就業の実態に関
する統計が乏しかった。しかし、ILOの指導によ
り、先進国で行われている調査方法と枠組みに準
拠した労働力調査がこの国でも2006年から毎年
実施され、国際的に比較可能な統計的データが蓄
積されるようになった。以下では各年次の「労働
力調査（Anketa o radnoj snazi）」の結果に基づき、
同国の就業・不就業の実態を分析したい 12。
　表7から表9はボスニア･ヘルツェゴヴィナ全



表７　ボスニア・ヘルツゴヴィナの労働力人口(全国）

表８　ボスニア・ヘルツゴヴィナの労働力人口（ボスニア連邦）
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体と二つの構成体の労働力人口の推移である 13。
　まずボスニア･ヘルツェゴヴィナ全体では、労
働可能な人口（15歳以上人口）は2014年に256.5

万人であった。2006年は273.3万人であり、この
8年間に漸減傾向が続いている。このうち15-64

歳の人口は生産年齢人口と呼ばれるが、それは

2006年から2014年に22.1万人減少した。後述の
ようにこの国では極度の就職難から職を求めて国
外に流出する人びとが多く、その影響が出ている
と見られる。年齢別の人口構成で注目すべきは
14歳以下の人口の減少である。2006年から2014

年にそれは22.2万人減少した。比率では34.7%の



表９　ボスニア・ヘルツゴヴィナの労働力人口（セルビア人共和国）
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減少である。その原因は労働力調査の結果からは
分からない。この点は今後の検証課題であるが、
少子化の影響だけでなく、年少の子どもを持つ世
代が職を求めて国外へ流出した影響があるように
思われる。以上の傾向はボスニア連邦、セルビア
人共和国共に同じである。
　次に労働可能な人口（15歳以上人口）のうち、
就業者数と失業者数を合計した数字が労働力人
口である。ボスニア･ヘルツェゴヴィナ全体では
労働力人口は2014年に112万人、非労働力人口は
144.5万人であった。2006年からの推移を見ると
労働力人口は漸減し、8年間で5.7万人減である。
性別では女性の労働力人口（15-64歳）はほぼ横
ばいであるのに対し、男性の労働力人口（15-64

歳）は5.8万人減である。この傾向はボスニア連邦、
セルビア人共和国共に同じである。
　労働力人口に関して注目する必要があるのは労
働可能な人口に占める割合である。言い換える
と、労働可能な人口のうち、どの程度の割合が就
業意欲を持ち、労働市場に参加しているかであ
る。これは「労働参加率（労働力率）」と呼ばれ
る。通常、生産年齢人口（15-64歳）の労働参加
率が比較検討の対象になる。ボスニア･ヘルツェ
ゴヴィナの生産年齢人口の労働参加率は2014年

に55.4%、2006年からの推移を見ても大きな変化
はなく、50%台の前半の水準である。
　表10はヨーロッパの主要国と日米の生産年齢
人口（15-64歳）の労働参加率の推移である。各
国の男女計の労働参加率は70%台の国が多く、
低い国でも60％台半ばである。OECD（経済協
力開発機構）加盟国の男女計の平均は2013年に
72.8%、日本は74.9%である。これらと比べると、
ボスニア･ヘルツェゴヴィナの労働参加率はかな
り低いことが分かる。男女別では女性の労働参加
率がとくに低い。2014年の生産年齢人口の労働
参加率は42.2%である。OECD加盟国の女性の平
均は2013年に62.6%であり、これと比べると20%

も低い。構成体別に見ると、セルビア人共和国は
ボスニア連邦に比べて男女ともに労働参加率が高
い。生産年齢人口の労働参加率は2014年にセル
ビア人共和国では男女計59.5%、男性69.2%、女
性49.3%だったのに対して、ボスニア連邦では男
女計51.7%、男性64.4%、女性39.3%であった。
　ボスニア･ヘルツェゴヴィナで労働参加率がこ
れだけ低いのは就業機会がそれだけ乏しいこと
を反映している。労働調査から推計される実際
の就業者数は2008年に89万人とピークになった
後に減少し、2014年に81.2万人である。これは



表10　欧州主要国と日米の労働参加率（15-64歳）
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1981年の人口調査時の就業人口137.5万人に比べ、
56.3万人も少ない。これは比率にして40.1%の減
少である。労働可能な人口のうち実際に就業して
いる者の割合は「就業率」と呼ばれる。生産年
齢人口の就業率は男女計で2014年に38.9%、これ
までの最高率は2008年の40.7%である。つまり、
15-64歳の人口の6割が仕事に就いていない。表
には掲げないが、2012年の先進国の生産年齢人口
の就業率を見ると、EU15カ国平均65.6%、アメ
リカ67.1%、日本70.6%となっている 14。ボスニ
ア･ヘルツェゴヴィナの2012年の就業率は38.5%

であるから、この国の就業率がいかに低いかが分
かる。男女別に見ると2014年の生産年齢人口の
就業率は男性49%、女性29%である。
　構成体別に見ると、セルビア人共和国はボスニ
ア連邦に比べて男女ともに就業率が高い。生産年
齢人口の就業率は2014年にセルビア人共和国で
は男女計43.5%、男性51.9%、女性34.7%に対して、
ボスニア連邦では男女計36.9%、男性47.7%、女
性26.5%であった。
　セルビア人共和国ではボスニア連邦に比べると
生産年齢人口の労働参加率と就業率が高いので、
雇用環境が比較的良好のように見えるかもしれな
い。しかし、実際にはそうではない。むしろ逆で
ある。産業基盤の弱いセルビア人共和国では雇用
機会がより少なく、マイノリティ（ここではボシュ
ニャク人とクロアチア人）の帰還はボスニア連邦
に比べて少ない。しかも雇用機会が少ないために
内戦後も構成体から転出する住民が多い。そのた
め、構成体に残った住民は就業し、生活ができる
人が相対的に多くなる。これに比べてボスニア連
邦では仕事がなくとも残留する住民が相対的に多
い。たとえば、表9を見ると、2006年から2014

年の間にセルビア人共和国では15-64歳の人口は
10.5万人減少した。これは13.8％の減少である。
表8に見られるように、この間にボスニア連邦で

も15-64歳の人口は11.6万人減少したが、比率で
は8%の減少にとどまる。ボスニア連邦で仕事が
なくとも残留する者が相対的に多いのは、ボシュ
ニャク人の間に多い事例だが、外国や他地域に居
住する家族員からの送金によって生計を維持して
いる者が多いからである。

3-2　失業者と失業率の動向

　表11から表13はボスニア･ヘルツェゴヴィナ
の失業率の推移を示したものである。全国レベル
での2006年から2014年までの推移を見ると、失
業者数は2008年と2009年にいったん20万人台に
減少したが、2010年から再び30万人台になって
いる。2014年の失業者数は30.8万人である。こ
れは2014年4月に就業斡旋局に登録された失業者
数54.7万人と比べて23.9万人少ない。失業率も就
業斡旋局に登録された失業者数を基に算出すると
43.6%であるが、労働力調査の失業者数を基に算
出すると27.5%になる 15。
　表には掲げないが、各国の失業率は2012年に
日本4.3%、アメリカ8.1%、カナダ7.2%、イギリ
ス7.9%、ドイツ5.5%、フランス10.3%、イタリ
ア10.7%、オランダ5.3%となっている 16。2012年
のボスニア・ヘルツェゴヴィナの失業率28.0%は
同年のギリシャ 24.3%、スペイン25.0%よりも高
く、ヨーロッパではもっとも高い数字を記録して
いる。
　表11に戻ると、性別では女性の失業率が高く、
2014年に31.2%である。年齢別では若年層の失
業率が非常に高い。とくに15-24歳の失業率は近
年では60%を超え、2014年に62.7%である。こ
れは学校を卒業しても3人に1人程度しか就職で
きないことを示している。さらに25-34歳の失業
率も高く、2014年に36.1%である。とくに女性
の25-34歳の失業率は40.1%に達している。若年



表11　ボスニア・ヘルツゴヴィナの失業率(全国）

表12　ボスニア・ヘルツゴヴィナの失業率(ボスニア連邦）

表13　ボスニア・ヘルツゴヴィナの失業率(セルビア人共和国）
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世代の就職難は欧州共通の問題であり、各国共に
10%を超えている。たとえば、2012年の20-24歳
の失業率はイギリス21.7%、ドイツ11.4%、フラ
ンス17.6%、イタリア17.2%、25-29歳の失業率は
イギリス12.8%、ドイツ11.7%、フランス15.0%、
イタリア15.5%、30-34歳の失業率はイギリス9.4%、
ドイツ10.3%、フランス12.1%、イタリア14.2%

である 17。しかし、ボスニア･ヘルツェゴヴィナ
の若年世代の就職難はこれらの国々よりもはるか
に深刻である。

　失業者のプロフィールの分析に入る前に最終学
歴別の労働力構成を見ておきたい。表14は2006

年から2014年までの全国レベルの推移をまとめ
たものである。ここでも注目されるのはこの8年
間で女性の労働力人口はほぼ横ばいであるのに対
し、男性の労働力人口は6万人減少していること
である。全体的な傾向としては失業者に占める初
等教育（かつては8年制、現在は9年制の義務教育）
の比率は減少し、高等教育（大学以上）の比率が
高まっていることである。とくに女性では高等教



表14　最終学歴別の労働力人口構成（全国）

表15　最終学歴別の失業率(全国)
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育の比率がこの8年間で9.3%も上昇し、労働力の
高学歴化が顕著に進んだ。
　表15から表17は最終学歴別失業率の2006年か
ら2008年までの推移である。近年の傾向は高等
教育修了者の失業率が高まってきたことである。
それはこの8年間で6.8%上昇し、2014年に19.3%

になった。性別では女性の高等教育修了者の比率
が高く、2014年に22.2%であった。これは高学歴
化が進んでもそれに見合った仕事が十分にないこ
とを示唆している。
　構成体別に見ると、ボスニア連邦ではセルビ
ア人共和国に比べて、失業者に占める初等教育

の比率が高い。それは男女計でボスニア連邦では
2014年に37.5%であったが、セルビア人共和国で
は19.8%であった。ボスニア連邦で失業者に占め
る初等教育の比率が高いのは、この地域の鉱工業
産業の集積が比較的厚いことと関係している。後
に述べるように、内戦後のボスニア･ヘルツェゴ
ヴィナでは鉱工業部門を中心に多くの企業倒産が
発生したが、ボスニア連邦ではより多くの低熟練
労働者が失業し、その滞留が続いていると見られ
る。他方、ボスニア連邦に比べて、セルビア人共
和国では失業者に占める高等教育の比率が高い。
それは男女計で2014年にボスニア連邦では17%



表17　最終学歴別の失業率（セルビア人共和国）

表16　最終学歴別の失業率（ボスニア連邦）
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であったが、セルビア人共和国では23.3%であっ
た。
　表18から表20は失業者の失業期間別の構成比
である。各表を一瞥して気づくことは、失業期
間が長いことである。失業者の4人に1人は10年
以上の失業期間の者である。この傾向は2006年
から2008年までの推移を見てもほぼ同一である。
これは性別による違いがない。このことは失業者
として就業斡旋所に登録し、求職活動を開始して
も職に就くことが非常に困難であることを意味し
ている。
　労働統計上、失業期間が1年以上の失業者は「長
期失業者」と呼ばれる。ボスニア･ヘルツェゴヴィ
ナの長期失業者の比率の高さは他国の状況と比較

をすると一段と鮮明になる。表21は主要国の長
期失業率の近年の推移を示したものである。これ
によると長期失業率が高い国は少なくない。この
表だけでも2012年に長期失業率が50％を超える
国が6ある。エストニア54.1%、ギリシャ 59.3%、
アイルランド61.7%、イタリア53.0%、スロヴァ
キア63.7%、南アフリカ57.7%である。ボスニア
･ヘルツェゴヴィナの長期失業率は81.9%である
から、群を抜いて高いことが分かる。2014年の
長期失業率は84.7%であった。その他の国のデー
タがないので包括的な順位付けはできないが、ボ
スニア･ヘルツェゴヴィナは世界で最も長期失業
率が高い国の一つであることは間違いない。
　構成体別に見ると、ボスニア連邦ではセルビア



表18　失業者の失業期間別の構成比(全国）

表19　失業者の失業期間別の構成比（ボスニア連邦）
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人共和国に比べて長期失業者の比率が低いが、大
差はない。男女計の長期失業率は2014年にボス
ニア連邦83.8%、セルビア人共和国86.3%であっ
た。
　現地のマイノリティの居住区で聞き取り調査を

する中で私は数多くの長期失業の住民に出会っ
た。その中には内戦開始後に職を失って以来、20

年以上失業状態の人も少なくなかった。年齢的に
は中高年層になり、労働市場が求める技能や資
格を持たないので再就職はほぼ不可能である。彼



2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
22.4 21.5 20.6 18.3 18.1 15.4 14.9 14.7 18.5 18.9 20.3
19.2 24.5 27.6 25.3 27.3 26.8 24.2 21.3 25.2 25.9 24.8
48.8 45.4 49.0 51.7 51.2 50.4 47.6 44.2 48.8 48.3 44.7
9.6 10.0 9.5 9.6 8.7 7.4 7.1 7.8 12.0 13.5 12.5

50.7 49.9 51.8 53.6 55.2 53.4 50.2 31.2 43.3 41.6 43.4
19.1 20.4 21.5 23.4 20.8 16.1 13.5 9.5 20.2 24.4 28.0
52.9 45.9 52.2 53.4 48.2 49.5 30.9 27.4 45.4 56.8 54.1
24.4 24.7 23.4 24.9 24.8 23.0 18.2 16.6 23.6 22.6 21.7
32.7 39.2 40.6 41.1 41.9 40.2 37.4 35.2 40.2 41.4 40.3
47.9 50.0 51.8 53.0 56.4 56.6 52.5 45.5 47.4 48.0 45.5
51.3 54.9 53.1 52.1 54.3 50.0 47.5 40.8 45.0 49.6 59.3
44.8 42.2 45.1 46.1 46.1 47.5 47.6 42.6 50.6 49.1 46.3
11.1 8.1 11.2 13.3 7.3 8.0 4.1 6.9 21.3 27.8 27.9
30.1 32.8 34.9 33.4 31.6 29.5 27.1 29.2 49.1 59.3 61.7
13.5 18.0 24.2 25.3 27.3 24.9 22.7 20.3 22.4 20.2 13.3
59.6 58.1 49.2 49.9 49.6 47.3 45.7 44.4 48.5 51.9 53.0
30.8 33.5 33.7 33.3 33.0 32.0 33.3 28.5 37.6 39.4 38.5
27.4 24.7 21.0 26.4 29.5 28.7 32.4 23.1 29.3 28.8 30.3
26.5 27.8 34.2 40.2 43.0 39.4 34.4 24.8 27.6 33.6 33.7
14.8 13.6 11.7 9.7 7.8 6.1 4.4 6.3 9.0 9.0 13.2
6.4 6.4 9.2 9.5 14.5 8.8 6.0 7.7 9.5 11.6 8.7

48.4 49.7 47.9 52.2 50.4 45.9 29.0 25.2 25.5 31.6 34.8
34.6 35.0 44.3 48.2 50.2 47.1 47.4 44.1 52.3 48.2 48.7
59.8 61.2 60.6 68.1 73.1 70.8 66.0 50.9 59.3 63.9 63.7
55.6 52.8 51.5 47.3 49.3 45.7 42.2 30.1 43.3 44.2 47.9
33.7 33.6 32.0 24.5 21.7 20.4 17.9 23.7 36.6 41.6 44.5
20.9 17.8 18.9 12.8 12.1 12.8 17.3 18.2 17.5
21.8 26.1 33.5 39.0 39.1 40.8 34.3 30.1 33.1 38.8 35.3
29.4 24.4 39.2 39.4 35.7 30.3 26.9 25.3 28.6 26.5 24.9
21.7 21.5 20.6 21.0 22.3 23.7 24.1 24.5 32.6 33.4 34.8
8.5 11.8 12.7 11.8 10.0 10.0 10.6 16.3 29.0 31.3 29.3

OECD 29.0 30.1 31.3 32.0 31.4 28.6 25.0 23.7 31.6 33.7 34.3
38.9 37.6 39.2 39.0 42.3 40.6 35.2 28.7 30.0 32.9 30.9
68.5 68.4 65.1 63.7 59.5 57.7 49.5 49.3 56.1 58.8 57.7

表20　失業者の失業期間別の構成比（セルビア人共和国）

表21　主要国の長期失業率の推移 
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表22　従業上の地位別就業者数（全国）
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ら自身も仕事に就くことをすでにあきらめている
が、健康保険証を得るために職業斡旋所に通い、
求職登録を更新している。長期失業者の中には高
齢や病気を理由に労働市場から退場する者もい
る。しかし、新規の学卒者の大半はすぐに就職が
できないし、企業の倒産によって職を失う人も毎
年生まれている。新たに失業者になった人は再就
職が困難なのですぐに1年が経過し、長期失業者
の仲間入りをする。このように長期失業者が継続
的に再生産されるため、長期失業率の高止まりが
続いている。

3-3　就業構造の推移

　表22から表24はこの国の従業上の地位別就業
者数である。2014年の被雇用者数は62.5万人で
あった。これは1988年の被雇用者数108.4万人に
比べて、45.9万人少ない。比率にして1988年の
42.3%の水準である。この数字からも同国では内
戦前に比べると、いかに大きな割合で雇用者数

が減少したかが分かる。就業者の従業上の地位
別の構成比は2014年に被雇用者77%、自営就業
者19.1%、家族従業者4.0%であった。国際比較
のデータを見ると、各国の被雇用者比率は2012

年に日本87.8%、アメリカ93.2%、カナダ91.1%、
イギリス85.4%、ドイツ88.4%、フランス90.5%、
オランダ84.7%であり、これらの国と比べるとボ
スニア･ヘルツェゴヴィナの72.6%は低い割合で
ある。しかし、それほど大きな差があるわけでは
なく、イタリア74.9%、韓国71.8%と同水準であ
る 18。これはこの国では雇用機会が少ないからと
いって、これを補って自営就業者や家族従業者が
多いわけではないことを示している。つまり、自
営就業の機会もそれほど多くはないことを示唆し
ている。このことからもこの国の就業難の深刻さ
を窺い知ることができる。
　構成体別に見ると、ボスニア連邦ではセルビア
人共和国に比べて就業者に占める被雇用者の比率
が高い。2014年の被雇用者比率はボスニア連邦
では83.4%であるのに対し、セルビア人共和国で



表23　従業上の地位別就業者数（ボスニア連邦）

表24　従業上の地位別就業者数（セルビア人共和国）
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表25　就業者の産業別構成比（ボスニア・ヘルツゴヴィナ全体）
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は66.5%にとどまる。他方、2014年の自営就業者
の比率はボスニア連邦では15%であるのに対し、
セルビア人共和国では25.5%である。とくにセル
ビア人共和国では男性の自営就業者の比率が高
く、2006年から2014年までの推移を見ると常に
30%前後の水準を保っている。女性の就業者の
中でも自営就業者の比率は2014年に23%である。
このことはセルビア人共和国ではボスニア連邦に
比べて被雇用者として就職する機会が少ないこと
を示唆している。そのために、セルビア人共和国
では自営就業に従事する割合が高いということで
ある。
　表25から表27は就業者の産業別構成比である。
ボスニア･ヘルツェゴヴィナの就業者の産業別構
成の特徴は農業（ここでは林業を含む）の比率の
高さである。先進国では就業者に占める農林漁業
従事者の比率はおしなべて低い。2012年の比率
は日本3.8%、アメリカ1.5%、カナダ2.2%、イギ
リス1.2%、ドイツ1.5%、フランス2.9%、イタリ
ア3.7%、オランダ2.5%であり、ロシアでも7.3%

である。これに対し、ボスニア･ヘルツェゴヴィ
ナでは2012年に農業従事者の比率は20.6%であ
り、2006年から2008年までの推移を見ても20%

前後の比率を保ってきた。このことは、工業部門
を中心にした内戦後の雇用機会の大きな消失を農
業部門での就業が一定程度補ってきたことを示唆
する。実際にも農村地帯の居住者の中には失業後
に農業専業になった人が多い。彼らは就業斡旋局

で失業者として登録し、就職のチャンスを待ちな
がらも、生計を維持するために家族で農業に従事
していることが多い。
　構成体別に見ると、セルビア人共和国ではボス
ニア連邦に比べて農業従事者の比率が顕著に高
い。その比率は2014年に30.4%であり、ボスニア
連邦の9.0%の3倍の大きさである。これは、セル
ビア人共和国では農業以外の産業での就業機会が
それだけ少ないことを示唆している。
　表28から表30は就労時間別の就業者の産業別
構成比である。ここで注目すべきこの国の特徴は
パートタイム労働者の比率の低さである。表31

に示されるように主要国ではパートタイム労働
者の比率は10%台後半の国が多い。それは2013

年にOECD加盟国では16.8%、G7加盟国では
17.4%、ドイツ22.4%、日本21.9%である。これに
対して、2013年にボスニア･ヘルツェゴヴィナで
はパートタイム労働者の比率は9.6%である。もっ
とも、ギリシャのように2013年の比率が10.2%の
国もあるので、ボスニア･ヘルツェゴヴィナだけ
がとくに著しく低いということはできない。
　しかし、この国では、その他の国ではパートタ
イム労働者の比率が高い商業・サービス部門でも
パートタイム労働者の比率は低く、2014年に4.4%

である。性別で見ても、表32に示されるように、
どの国でも女性のパートタイム労働者の比率は比
較的高い。女性のパートタイム労働者の比率は
2013年にOECD加盟国では26.1%、G7加盟国で



表26　就業者の産業別構成比（ボスニア連邦）

表27　就業者の産業別構成比（セルビア人共和国）

表28　就労時間別の就業者の産業別構成比（全国）
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表29　就労時間別の就業者の産業別構成比（ボスニア連邦）

表30　就労時間別の就業者の産業別構成比（セルビア人共和国）
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は26.7%、ドイツ37.9%、日本36.2%である。ギ
リシャでも15.6%である。これに対して、2013年
のボスニア･ヘルツェゴヴィナでは10.7%である。
　このようにこの国ではパートタイムでの雇用機
会が少ない。そのために失業率がさらに高くなっ
ている。主要国の失業率とパートタイム労働者
の比率を見ると、パートタイム労働者の比率が
高い国では失業率が低い。その典型はオランダ
（2012年のパートタイム労働者の比率37.8%、失
業率5.3%）とスイス（同26.0%、3.9%）であり、
ドイツや日本もこのパターンに近い。逆に失業率

の高い国ではパートタイム労働者の比率が低い。
たとえば、ギリシャ（同9.7%、24.3%）、フラン
ス（同13.0%、10.3%）、ポルトガル（同12.2%、
15.9%）である。パートタイムの雇用機会が少な
く、フルタイムの仕事が主要な割合を占めること
はそれだけ雇用形態の多様化と柔軟化が進んでい
ないことを意味する。その結果として雇用可能性
（employability）が広がっていない。ボスニア･ヘ
ルツェゴヴィナの失業率は一つにはそのために押
し上げられているように思われる。



表31　各国の雇用労働者に占めるパートタイム労働者の比率

表32　各国の雇用労働者に占めるパートタイム労働者の比率（女性）

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
23.8 24.0 23.9 23.7 23.8 24.6 24.8 24.7 24.5 24.8
15.4 16.3 16.8 17.3 17.7 18.5 19.0 18.9 19.2 19.7
18.5 18.5 18.7 18.1 18.3 18.2 18.3 18.8 18.7 18.2
18.6 18.4 18.2 18.3 18.5 19.3 19.4 19.1 18.8 18.9
17.0 17.3 17.9 17.3 17.8 18.8 19.2 19.2 19.4 19.2
11.3 11.2 11.4 11.7 11.5 12.2 12.5 12.7 13.0 13.0
13.2 13.2 13.2 13.3 12.9 13.3 13.6 13.6 13.7 14.0
20.1 21.5 21.8 22.0 21.8 21.9 21.7 22.1 22.1 22.4
5.9 6.4 7.4 7.7 7.9 8.4 8.8 9.0 9.7 10.2

16.6 16.4 16.0 15.9 15.1 17.5 18.4 17.0 17.3 17.4
18.9 19.3 19.3 19.8 20.8 23.8 24.9 25.7 25.0 24.2
15.2 15.1 15.2 14.8 14.7 14.8 14.0 13.7 15.0 14.4
14.7 14.6 15.0 15.2 15.9 15.8 16.3 16.7 17.8 18.5
18.1 18.3 18.0 18.9 19.6 20.3 20.2 20.6 20.5 21.9
8.4 9.0 8.8 8.9 9.3 9.9 10.7 13.5 10.2 11.1

13.2 13.9 12.7 13.1 13.4 16.4 15.8 16.0 15.5 15.3
35.0 35.6 35.4 35.9 36.1 36.7 37.1 37.2 37.8 38.7
21.1 20.8 21.1 20.4 20.3 20.4 20.1 20.0 19.8 19.5
9.6 9.4 9.3 9.9 9.7 9.6 9.3 11.5 12.2 11.7
8.4 11.0 10.7 10.5 10.9 11.6 12.2 12.7 13.6 14.7

14.4 13.5 13.4 14.4 14.4 14.6 14.5 14.3 14.3 14.3
24.8 25.1 25.5 25.4 25.9 26.5 26.1 25.9 26.0 26.4
6.1 5.6 7.6 8.1 8.5 11.1 11.5 11.7 11.8 12.3

23.6 23.0 23.2 22.9 23.0 23.9 24.6 24.6 24.9 24.5
13.2 12.8 12.6 12.6 12.8 14.1 13.5 12.6 13.4 12.3

OECD 15.0 15.2 15.2 15.4 15.6 16.4 16.6 16.6 16.9 16.8
G7 16.3 16.2 16.1 16.3 16.6 17.4 17.4 17.1 17.6 17.4

15.3 15.6 15.8 15.9 15.9 16.5 16.8 17.0 17.3 17.6
EU 21 15.9 16.4 16.4 16.4 16.4 16.8 17.2 17.4 17.8 18.0

OECD Labour Force Statistics 2004-2013, 2014,p.48.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
38.4 38.7 38.3 37.7 37.7 38.2 38.6 38.4 38.2 38.1
29.5 30.1 31.0 31.4 31.3 32.2 33.0 32.8 33.3 33.3
33.9 33.1 33.8 32.2 32.5 31.8 31.7 32.4 32.1 31.4
27.2 26.9 26.3 26.3 26.6 27.1 27.4 26.8 26.6 26.5
23.8 23.9 24.6 23.4 23.3 24.5 25.4 25.2 24.9 24.7
14.9 14.8 14.9 15.5 15.1 15.9 16.0 16.0 16.5 16.7
23.1 22.6 22.6 22.8 21.9 22.5 22.4 22.1 22.4 22.5
37.0 38.8 39.0 39.1 38.5 38.3 37.9 38.0 37.8 37.9
10.5 11.4 12.8 13.3 13.6 14.4 14.4 14.0 15.1 15.6
26.4 26.6 26.0 25.4 23.6 25.8 25.9 24.1 23.7 24.6
34.0 34.6 34.3 35.0 35.6 37.4 38.2 39.1 37.5 36.2
24.2 24.7 24.4 23.8 23.1 23.0 21.7 21.1 22.0 21.5
28.7 28.8 29.3 29.8 30.6 30.5 31.1 31.3 32.3 32.8
31.3 31.7 31.3 32.6 33.2 33.8 33.9 34.8 34.5 36.2
11.9 12.5 12.3 12.5 13.2 14.2 15.5 18.5 15.0 16.2
29.6 30.7 27.2 27.6 28.9 31.1 30.4 30.2 28.1 27.7
60.2 60.7 59.8 59.9 59.8 59.9 60.6 60.5 60.7 61.1
33.2 32.9 32.9 31.6 30.8 30.4 29.8 30.0 29.1 28.8
14.1 14.0 13.4 14.2 14.3 13.8 13.0 14.4 14.8 14.0
17.2 21.5 20.4 20.1 20.4 20.7 21.2 21.4 22.4 23.4
20.8 19.0 19.0 19.7 19.6 19.8 19.4 19.0 18.6 18.4
45.2 45.7 45.7 45.6 45.9 46.7 46.1 45.5 45.6 45.7
13.9 13.1 17.3 18.6 19.0 23.5 23.4 24.3 24.2 24.5
39.8 38.5 38.6 38.3 37.8 38.8 39.4 39.3 39.4 38.7
18.8 18.3 17.8 17.9 17.8 19.2 18.4 17.1 18.3 16.7

OECD 25.1 25.2 25.1 25.3 25.3 26.1 26.3 26.0 26.4 26.1
G7 26.4 26.3 26.1 26.3 26.3 27.2 27.2 26.6 27.3 26.7

27.8 28.2 28.3 28.3 28.1 28.6 28.8 28.9 29.1 29.2
EU 21 28.2 28.7 28.6 28.5 28.2 28.5 28.7 28.9 29.1 29.2
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４　雇用をめぐる否定的現象

4-1　無届け雇用の問題

　ボスニア･ヘルツェゴヴィナでは雇用をめぐっ
て2つの大きな否定的現象が発生している。これ
らは内戦前から存在していたので目新しい現象で
はない。しかし、内戦後には極度の就職難によっ
て助長され、ずっと深刻な程度で出現した現象で
ある。
　その一つは無届けの雇用である。これは「闇の
労働」（Rad na crno）としてこの国のみならず西
バルカン地域では広く知られた現象である。日本
と同様にボスニア･ヘルツェゴヴィナでも新たに
労働者を雇い入れた場合、事業主は事業所を管轄
する就業斡旋局に必要な届け出をしなければなら
ない。各種の社会保険の加入と保険料の納付のた
めである。しかし、この義務を免れるために労働
者を雇い入れても役所に届け出をしない事業主が
少なくないのである。
　事業主が雇用の届け出をしないと労働者には社
会保険が適用されない。社会保険が適用されない
と労働者は様々な不便益が発生する。とくに健康
保険証がないと医療費は全額自己負担になる。傷
病への備えとして健康保険証はなくてはならない
ものである。しかし、この国では失業者は政府の
保険料負担で健康保険証の交付を受けることがで
きる。そのため無届け雇用の労働者は仕事をして
いても失業登録を更新するのが常である。その結
果、政府（労働・就業斡旋庁）が毎月公表する失
業者数と失業率の数字は実態よりも大きくなって
いる。2014年4月に労働・就業斡旋庁が公表した
失業者数は54.7万人であり、同年4月に実施され
た労働力調査が明らかにした失業者数は30.8万人
よりも23.9万人多い。そのすべてを無届けの雇用
と見なすことはできないが、労働組合の全国組織
は15万人から20万人が「闇の労働」に従事して
いると見積もっている19。またILO（国際労働機構）
の調査報告の推計によると、ボスニア･ヘルツェ
ゴヴィナでは全労働者の23％が無届けの雇用と
見なされている 20。
　無届けの雇用は飲食業、観光業、小売業、採

石･採掘業、製材加工業、各種のサービス業の
分野での小規模事業所にもっとも多いと見られ
ている。無届けの雇用はもちろん違法行為であ
る。政府も監視を強めており、摘発を受けた場
合には2000KM（1000ユーロ、約13 万円）から
15000KM（7500ユーロ、約100万円）の罰金が事
業主に科せられる。それでも無届けで労働者を雇
用する事業主が後を絶たないのは社会保険料や税
負担が重いと彼らが感じているからである
　実際の社会保険料と税の負担はどうなっている
か。負担の仕方はボスニア連邦とセルビア人共
和国とで異なっている。ボスニア連邦では従業
員は毎月の粗給与額に対し年金・障害者年金保険
料17%、健康保険料12.5%、雇用保険料1.5%を納
入する。さらに事業主は毎月の従業員の粗給与額
に対し年金・障害者年金保険料6%、健康保険料
4%、雇用保険料は0.5%を支払う。従業員負担と
事業主負担を合計すると粗給与額の41.5%が社会
保険料として徴収されることになる。所得税は社
会保険料控除の後の金額に対し300KMの控除額
があり、これに一律10%が課せられる。他方、セ
ルビア人共和国では毎月の粗給与額に対し年金・
障害者年金保険料18.5%、健康保険料12%、雇用
保険料1.5%、児童保護のための拠出金1.5%であ
る。社会保険料負担の合計は粗給与額の32.5%で
ある。セルビア人共和国では社会保険料の事業主
負担はない。所得税は控除額がなく、税負担は社
会保険料控除の金額の10%である。
　たとえば日本の場合、厚生年金・健康保険・
介護保険・雇用保険の合計は約36%であるので、
これと比べてもボスニア連邦の社会保険料負担
率41.5%は非常に高い水準であることは間違いな
い。ボスニア･ヘルツェゴヴィナでは、労働参加
率が低く、就業者数が少ない。したがって、保険
料の負担者は少ない。ところが社会保険の給付の
受給者は多い。このような状況の中で社会保険制
度の財政を維持していくために高率の保険料率が
設定されていると見られる。
　表33は月額の粗給与額を1500KMとした場合
の社会保険料と税の負担額を例示したものであ
る。ボスニア連邦では1500KMの粗給与額に対し
社会保険料と所得税を合計して680.25KM徴収さ
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れる。手取り収入の面から見ると、819.75KMの
手取り給与額を労働者に約束すると、680.25KM

の社会保険料と所得税を納付する必要がある。社
会保険料と所得税の負担額は手取りの給与額の
83％を占める。セルビア人共和国では1500KMの
粗給与額に対し社会保険料と所得税を合計して
588.75KMが徴収される。手取り収入の面から見
ると、911.25KMの手取り給与額を労働者に約束
すると、588.75KMの社会保険料と所得税を納付
する必要がある。社会保険料と所得税の負担額は
手取りの給与額の65％である。ここに見られるよ
うに社会保険料と所得税の負担はセルビア人共和
国よりもボスニア連邦の方が重い。
　このように計算すると、ボスニア連邦では社会
保険料と所得税の負担額は手取りの給与額の83%

に達する。セルビア人共和国ではそれは65%であ
る。ボスニア･ヘルツェゴヴィナでは通常、賃金
は手取りの給与額としてイメージされるので、き
ちんと義務を果たした場合には事業主は相当の追
加負担を強いられるような感覚に陥りやすい。極
端に言えば一人の労働者に対し、二人分の給与を
支払うような感覚になる。そのために無届け雇用
の誘惑に駆られやすくなる。とくに経営の悪化し
た企業の事業主はそうである。
　こうした無届けの雇用は厳しい就職難によって
大きく助長されている。生活費を稼ぐためにはや
むを得ない選択としてこれを受け入れる労働者が
多くいるからである。しかし、無届けの雇用で最
大の問題は年金・障害者年金の保険料が支払われ

ないことである。そのため仕事をしていても老齢
年金の受給資格の獲得のために必要な保険料の納
付年数が蓄積されないし、万一事故や傷病で障害
者になった場合に障害者年金の受給資格を得るこ
とができない。さらに無届けの雇用では失業した
場合に失業給付の受給資格もない 21。また無届け
雇用では所得税が納税されないため、税収がそれ
だけ少なくなる。このように無届けの雇用は労働
者の権利を侵害し、国家財政に損失を与えている。
　無届けの雇用に関しては監視を強化し、違法な
雇用者の摘発を進める必要がある。しかし、他方
で社会保険料の負担率を引き下げ、事業者の負担
を軽減することも必要である。社会保険の加入者
を増やして保険料収入を増やし、それによって保
険料率を引き下げることが望ましい解決策であ
る。

4-2　公的セクターでの縁故採用の典型例

　日本では景気が悪くなると就職先として公務員
の人気が高まる。雇用は安定し、民間企業のよう
にリストラや倒産によって失業することがないか
らである。まったく同様の理由でボスニア･ヘル
ツェゴヴィナでも公務員の人気が高い。私的セク
ターの雇用環境が極度に厳しい状況が続く中では
国家や地方の基礎自治体は理想の雇用主と考えら
れ、失業登録をしている人びとの中には公務員に
なることを夢見て何年もチャンスを待っている人
は少なくない。
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　ところがその夢の実現に大きく立ちはだかる障
害がある。それは縁故採用（Nepotizam）の壁で
ある。この国の公的セクターの雇用をめぐっては
あらゆる分野で縁故主義的な採用が蔓延し、有力
な縁故（コネクション）を持っていると魅力的な
地位の仕事に易々と就職できる。他方で有力な縁
故を持たない者は公務員の職に就くことは至難の
業になっている。就職難の故に縁故を頼って就職
する者が増えるわけであるが、そのために縁故を
持たない大多数の人びとにとっては就職がいっそ
う困難になっている。
　もちろんこのような縁故採用の横行にはメディ
アや市民から批判の声が上がっている。まずやり
玉に挙げられるのは政府や国家の要人の子弟が必
ずと言ってよいほど国家機関や政府が所管する公
的企業に就職していることである。
　たとえば、よく知られている最近の事例で
は、セルビア人共和国大統領ミロラド・ドディ
ク（Milorad Dodik）の娘ゴーリッツァ・ドディ
ク・トゥリシッチ（Gorica Dodik Trišić）は同共和
国の「経済関係・地域協力省」の大臣官房長であ
る。彼女はわずか2ヶ月のボランティア勤務の後、
2011年に29歳の年齢でいきなり管理職に就いた。
彼女を任命したのは担当閣僚のジェリカ・ツヴィ
ヤノヴィッチ（Željka Cvijanović）である。メデ
イアの取材に対し、抜擢の理由は10数人の候補
者の中で最優秀の能力を示したからだとこの閣僚
は述べ、縁故採用でもないし、大統領の娘である
ということも理由ではないことを強調した。しか
し、公募による選考が行われたわけではなく、す
べて担当閣僚の個人的な判断でこの人事は決まっ
た 22。その2年後の2013年にツヴィヤノヴィッチ
はセルビア人共和国政府の首相に就任した。しか
し、今度は彼女の息子が大学卒業後すぐに「ボス
ニア・ヘルツェゴヴィナ電力供給会社」に就職し
たことが2014年に発覚した。同社はボスニア連
邦とセルビア人共和国が共同出資する公的企業で
ある。同時期にセルビア人共和国の財務大臣の娘
も同社に就職していた。同社の職員採用では公募
による職員選考は取り消しになり、この二人は優
先的に採用されたという噂が流れているが、ツ
ヴィヤノヴィッチはこれを否定した 23。なお彼女

の夫も高級官僚であり、バニャ・ルーカ建設局の
局長を務めている。
　もう一つ典型例を挙げると、中央政府の財務相
ニコラ・シュピリッチ（Nikola Špirić）は数多く
の親族の就職を世話したことで有名である。彼の
息子はベオグラードの大使館の一等書記官であ
り、二人の娘とその娘婿二人はいずれも政府機関
で働いている。シュピリッチの親族の中には氏名
を変えて、国家機関の管理職に就任した者がいる。
縁故主義に対する批判に対して、「私は家族思い
の人間だ」とシュピリッチは語り、何人もの親族
に就職の世話をしたことを認めつつも、しかし違
法なことはやっていないと開き直った。同様の例
では、公的企業である「ボスニア連邦高速道路」
の執行役員に就任した人物はボスニア連邦首相ネ
ルミン・ニクシッチ（Nermin Nikšić）の弟であっ
た。この会社の執行役員にはボスニア連邦の前首
相の娘婿も就任していた 24。
　このほかの例を示すと、国家元首に相当する
大統領評議会議長ネボイシェ・ラドマノヴィチ
（Nebojše Radmanović）の長女は2014年に民間の
新聞社から転職し、セルビア人共和国国営通信社
「セルビアの声（Glas Srpske）」の編集主幹に就任
した。その娘婿は大統領評議会顧問に任命され、
またラドマノヴィッチの次女は大学卒業後すぐに
セルビア人共和国総務・地方自治省に就職した。
またセルビア人共和国の国土・建設・環境大臣の
妹は同共和国郵便局の最高管理者である。さらに
公的企業のセルビア人共和国投資・発展銀行では
最高経営者スニェージャナ・ヴイニッチ（Snježane 

Vujnić）の息子が働いている。この息子は母親が
執行役員の時代に採用されたが、母親が最高経営
者に就任すると直ちに担当部署の長に昇進した。
ヴイニッチはまた友人の息子や大学院の指導教授
の息子を同銀行に就職させたことも知られてい
る。これらはすべて公募による選考をしていない
人事であった 25。
　このような事例は枚挙に暇がないが、興味深い
ことは、要人政治家の中にはこのような縁故採用
の蔓延に危機感を感じ、これを是正することを呼
びかけた人物もいたことである。中央議会で上
院に相当する民族院の代議員を2010年から2014
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年に務めたメフメド・ブラダリッチ（Mehmed 

Bradarić）である。彼は社会民主党に所属し、ボ
スニア連邦選出のボシュニャク人代表の一人で
あった。この人物が記者の取材に応じて語った次
の発言は注目に値する。「国政機関の内部に入っ
て確信したことは縁故採用が計り知れない程度で
広がっていることである。実際に国家機関ではど
この職場を覗いても誰かと誰かが親戚であった
り、友人同士であったりすることを観察できる。
政府要人は子どもや兄弟のような近親者だけでな
く、7親等の親族まで就職させているようだ。そ
れゆえこのような縁故採用をコントロールするメ
カニズムを設定することを私は主張した。なぜな
ら、このままでは国家機関に家族全員が雇用され
ていることになり、そこでは有能な人材ではなく
好ましい人物と追従者のみになってしまうと考え
られるからである」。ブラダリッチは「国家機関
における縁故採用の程度を確認し、これを阻止す
る方法を確定するための提案」と題する上申書を
中央議会の両院の委員会に提出したが、これは却
下された。彼の警告に反応した議員は一人もいな
かった 26。
　縁故主義的な採用は行政機関だけでなく､ 司
法機関にも広がっている。2015年にNGOの「バ
ルカン調査ネットワーク（Balkanska istraživačka 

mreža）」は中央国家レベルのボスニア･ヘルツェ
ゴヴィナ裁判所の裁判官と検察庁の検事の間では
親子関係または非常に近い親族関係にある者が少
なくとも12組あることを発表した。しかもそれ
は氏名入りであった。親が裁判官で子どもが検事
であるケースが3件、父親が検察官で子どもが検
事であるケースが1件、親子共に検察官のケース
が3件、いとこ同士が検察官のケースが1件、父
親が検察官で子どもが検察庁職員であるケースが
1件、父親が裁判官で義理の娘が検察庁職員であ
るケースが1件、父親が裁判官で検察庁の職員の
女性と事実婚をし、その娘の職員であるケースが
1件、父親が裁判所の幹部職員で裁判所の職員の
女性と事実婚をし、その娘が裁判所の職員のケー
スが1件である 27。
　公的企業での最近の縁故採用の事例では、ボス
ニア北東の工業都市トゥーズラの火力発電所での

事例が有名である。この発電所はボスニア連邦が
90%の株式を保有する発電会社「ボスニア・ヘ
ルツェゴヴィナ電力経済（Elektroprivreda Bosne 

i Hercegovine）」の一事業所であるが、2012年か
ら2年間の間に公募による選考を実施しないで約
100名の職員を採用していた。採用された職員の
中には、同社の監査役会議長の妹、発電所の所長
のいとこ、ボシュニャク人系の最大政党の民主行
動党党首の娘婿の氏名が含まれていた 28。

4-3　公的機関での職員採用の不透明性
　
　ボスニア･ヘルツェゴヴィナでは公務員の人気
は高い。雇用が安定していることに加えて、各種
の社会保険制度が完備し、年金が支給されるので
老後の生活に困らない。病気や障害になっても
障害者年金の制度がある。長期の年次有給休暇
（Godisnji odmor）取得し、毎年バカンスを享受で
きる。労働時間も融通が利く。給与も民間企業に
比べて平均3割も高い。極度の就職難が続く状況
の中では人びとにとってそれは垂涎の的といって
よい勤め口である。それゆえに公募が実施された
場合には多くの人が応募する。2015年2月に開催
された公的セクターの雇用の手続きに関する討論
会でボスニア連邦の国家公務員の人事に関する
エージェンシー（Agencija za državnu službu FBiH）
の長官は、同連邦では2014年に実施された約280

の職員公募に対し17000人の応募者があったこと
を明らかにした 29。
　この問題と関連し、2014年に現地NGOのトラン
スペアレンシー・インターナショナル（Transparency 

International Bosna Hercegovina, 略称：TI BiH）は興
味深い調査を実施した。「公益に関わる業務を遂
行する公的機関と公営企業およびその他の公的
な組織の公募の透明性」と題する調査がそれであ
る。具体的には、学術・文化・スポーツ・保健衛
生・社会福祉・社会保障などを担当する公的機関、
郵便配達・電気ガス供給・上下水道・清掃作業・
道路の維持管理などの公共サービスを担う公的企
業、その他の公的機関の職員の採用方法と採用実
績を調査した。同団体はセルビア人共和国とボス
ニア連邦の各種の機関に調査票を送付し、291の
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機関から回答を得た。内訳はセルビア人共和国
102、ボスニア連邦189である。その結果を紹介
する 30。
　セルビア人共和国では公的機関や公的企業の職
員採用に関係する法律は存在し、これに従うこと
が求められる。それらは労働に関する法律（Zakon 

o radu）、就業仲介に関する法律と欠員補充に関
する規定（Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i 

pravima za vrijeme nezaposlenosti）、公的企業に関
する法律（Zakon o javnim preduzećima）、公的サー
ビスのシステムに関する法律（Zakonu o sistemu 

javnih službi）である。就業仲介に関する法律と
欠員補充に関する規定によれば、事業主である公
的機関と公的企業は職員採用を行う際には所轄の
就業斡旋局にその旨を届け出なければならない。
しかし、これらの法律は公的機関と公的企業が職
員採用を行う際に公募を実施することを義務づけ
てはいない。どのような方法で職員採用を行うか
については事業主である公的機関と公的企業の自
由裁量に委ねている。内部規定により公募の実施
を義務づけてもよいし、そのような内規を定めな
くともよい。したがって、公募によらない職員採
用を行っても法律上はまったく問題はないことに
なる 31。
　調査の結果では、セルビア人共和国の102の公
的機関と公的企業のうち、65（63.7%）の組織が
職員採用に際し公募による選考を内部規定により
必ず実施することにはしていないと回答した。と
くに採用人数が多い保健衛生・電気ガス供給・森
林保全のサービスを遂行する組織の大半は職員採
用に際し公募の実施を内部規定により義務化して
いなかった。
　ボスニア連邦では公的機関と公的企業の職員採
用に際しては、労働に関する同連邦の法律（Zakon 

o radu FBiH）、諸機関の法的効力に関する同連邦
の法令（Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama 

FBiH）、失業者の雇用の仲介と社会保障に関する
同連邦の法律（Zakon o posredovanju u zapošljavanju 

i socijalnoj sigurnosti FBiH）、経済団体に関する同
連邦の法律（Zakon o privrednim društvima FBiH）、
閣僚および政府高官の任命に関する同連邦の法律
（Zakon o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima 

FBiH）が適用される。失業者の雇用の仲介と社
会保障に関するボスニア連邦の法律によれば、事
業主である公的機関と公的企業は職員採用を行う
際には就業斡旋局にその旨を届け出なければなら
ない。しかし、これらの法律はこれらの法律は公
的機関と公的企業が職員採用を行う際に公募を実
施することを義務づけてはいない。ボスニア連邦
でもどのような方法により職員の採用を行うかに
ついては事業主である公的機関と公的企業の判断
に任している。同連邦でもまた内部規定により公
募の実施を義務づけてもよいし、そのような内規
を定めなくともよい。したがって、公募によらな
い職員採用を行っても法律の規定に反することに
はならない 32。
　職員採用の方法については、セルビア人共和国
の189の公的機関と公的企業のうち、107（56.6%）
の組織が公募の実施を内部規定により義務づけて
いないと回答した。とくに採用人数が多い保健衛
生・電気ガス供給・空港関連の保守点検のサービ
スを遂行する組織の大半は職員採用に際し公募の
実施を内部規定により義務化していなかった。
　調査の結果からTI BiHは次のように結論する。
ボスニア･ヘルツェゴヴィナの法律は公的機関と
公的企業に対し職員採用を公募による選考で行う
ように義務づけていない。どのような方法により
職員の採用を行うかについては事業主である公的
機関と公的企業の自由裁量に委ねている。調査の
結果では291の調査対象のうち、172（59.1%）の
組織が公募の実施を内部規定により義務づけてい
なかった。法律は公的機関と公的企業に対し職員
の採用を行う際には就業斡旋所に届け出をするよ
うに義務づけているが、これを公示し、公告する
ことを義務づけていない。そのため、職員採用が
公募による選考で行われない場合、職員募集の情
報が一般市民にまったく知らされない。このよう
な状況では公的機関と公的企業の管理者は彼らが
採用したいと思う候補者を採用できることにな
る。これは公的機関の仕事の公共性に抵触し、縁
故主義と差別を助長する。このような職員採用の
あり方は社会全体に否定的な影響を与える。とく
に高水準の失業率の中ではそうである。専門的な
資格を持ち有能な人材が就職できず、労働力とし
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て利用されない。職員採用がその機関の管理者の
裁量で行われると腐敗の温床になりやすい。しか
し問題を指摘するだけでは縁故採用はなくならな
い。公的機関と公的企業の職員採用については、
あらゆるレベルで公募を義務づけるような法律改
正が必要である。職員募集の公告はすべての市民
に周知できる方法で行う必要がある 33。

4-4　政党の影響力

　TI BiHによると、その法律相談センターで市民
から受ける苦情の中でもっとも数が多いのは公的
機関と公的企業の職員採用に関する苦情である。
言い換えると、公募による選考が実施されず、家
族・親族、友人･知人、政党のコネクションに基
づいて採用が決まり、職権乱用が行われているの
ではないかということである。縁故主義について
は3つのコネクションがあることが分かるが、そ
の場合に基底になっている要素は政党の影響力で
ある。この国の縁故主義を子弟や親族の重用と見
るとその本質を見誤る。政府の要人は政党の力に
基づいてその地位に就いており、その結果として
子弟や親族を政府機関の要職に就かせることがで
きる。政党所属は親族関係に比べて外からは目立
たないが、もっとも重要な要素である。このこと
は人びともよく理解していて、「この国の就職は
何で決まるか」と人びとに尋ねると「政党のライ
ン（Stranačka linija）」という答えが返ってくるこ
とが多い。
　この国の縁故主義は社会主義の時代から存在し
た。それは旧ユーゴスラヴィア連邦の構成共和
国に共通して見られる現象である。しかし、それ
が露骨な形で出現するようになったのはその他の
地域と同様に1990年代初めの複数政党制の選挙
の実施後である。コミュニスト（共産主義者同
盟）に代わって政権を獲得した民族政党の指導者
は容赦のない報復人事を行った。彼らは政府の幹
部職員を追放し、その代わりに彼らの家族・親族
や幹部党員を公的機関や公的企業の要職に配置し
た。新たな与党の党員や支持者も大量に公的機関
と公的企業に雇用された。その結果、「政党雇用
（Stranačko zapošljavanje）」と呼ばれる現象が発生

した。それ以来、選挙の結果、政権交代が起きた
り、政権の枠組み（連立政党の組み合わせ）が変
わったりすると政党雇用はより顕著な形で出現す
るようになった。
　この国のNGO「市民イニシアチブセンター
（Centar civilnih inicijativa）」のアディス・アラポ
ヴィッチ（Adis Arapović）はこのような体制転換
後の政治体制を「多党制的独裁制（višepartijska 

diktatura）」ないし「政党支配制（パルティオク
ラティヤ：Partiokratija）」と呼んでいる。彼によ
れば、ボスニア･ヘルツェゴヴィナの諸政党はそ
の他の国々の政党のように権力（立法権力と行政
権力）の獲得のためだけに闘っているわけではな
い。彼らの政治闘争のもう一つの目的は公的セク
ターの要職を支配することである。そのような地
位の仕事は、中央国家と構成体の高級官僚、各種
のエージェンシー（庁）・国家の外局・年金基金・
公的企業の幹部職員、これらの機関や企業の監督
機関や監査委員会のメンバーなどの要職が少なく
見積もっても1万人分はある。権力を獲得した政
党はこれらの仕事を戦利品のごとくむしり取り、
山分けする。縁故主義的な採用、とくに政党雇用
はその過程で出現する現象であり、氷山の頂点で
ある 34。
　実際、この国の公的企業は事実上どこかの政党
の傘下にある企業である。そこでは政党雇用が
横行する。先に紹介したトゥーズラの火力発電
所の縁故主義採用は、この企業がボスニア連邦
のボシュニャク人系最有力政党である民主行動党
（Stranka Demokratske Akcije：SDA）の支配下の企
業であることを背景に行われている。他方、セル
ビア人共和国では政権政党の独立社会民主同盟
（Savez nezavisnih socijaldemokrata:SBSD）が公的
企業の発電会社（Elektroprivreda Republike Srpske）
を支配下に置いている。ここでは総選挙が実施さ
れた2014年に601人の従業員を新規に雇用してい
たことが翌年に判明し、またしても政党雇用が行
われたとメディアは報じた 35。
　しかし、政党雇用と並んで家族・親族や友人・
知人の縁故採用は重要である。政党の内部では権
力闘争が起こる可能性があり、権力者はより深い
絆に基づき権力基盤を固めたいという欲求がある
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からである。かくして、TI BiHのイワーナ・コラ
イリッチ（Ivana Korajlić）によれば、政府要人の
子どもや親族が職員として雇用されていない職場
は国家機関には存在しない。政府の要職にある政
治家は自分の任期中にできるだけ多くの家族・親
族のメンバーを公的機関と公的企業に就職させよ
うと試みる。政治家は単に縁故者に就職口を確保
するだけでなく、縁故者の配置を通してその組織
をコントロールすることを目指しているとコライ
リッチは見ている 36。

５　縁故主義の悪影響とその是正のた
めの課題

5-1　縁故主義的採用の悪影響

　縁故主義的な採用はこの国の経済と社会に深刻
な悪影響を与えている。まず公的セクターの雇用
の肥大化である。厳しい就職難の中では公的セク
ターでの仕事は羨望の的であり、縁故主義と政党
雇用の絶好の標的になる。これは数字に表れてい
る。2008年に公的企業を除いたこの国の公的セク
ター（国家・構成体・県・基礎自治体の行政機関
と教育・文化、医療・保健衛生、社会保障・社会
福祉等の各機関）の被雇用者は約165000人であっ
た。2015年にこれは約19万人に増加した。7年間
に25000人の増加であり、平均すると毎年3500人
程度増加したことになる。他方、私的セクターの
被雇用者は2008年に535000人だったが、2013年
に495000人に減少した。それは2015年に522000

人に回復したが、7年前に比べてなお12000人少
ない。2014年の公的機関の被用者は約185000人
であり、これは全被雇用者625000人の29.6%に相
当する 37。
　この国では公的機関での給与水準は私的セク
ターでのそれよりも平均3割も高い。その上に職
員数が多いのでその人件費は財政上の大きな重荷
になっている。2014年に公的セクターの給与と
各種手当ての総額がGDPに占める割合はボスニ
ア連邦では20%、セルビア人共和国では15%であ
り、構成体の予算に占める割合はボスニア連邦で
は30%、セルビア人共和国では35%という大きさ

である。給与と各種手当ての総額が占める割合は
ローカルな行政レベルではもっと大きい。それは
ボスニア連邦では県（カントン）の予算の45%、
基礎自治体の予算の35%、セルビア人共和国では
基礎自治体の予算の45%に達している 38。そのた
め、世界銀行の報告書によると、公的セクターの
支払い給与がGDPに占める割合で見ると、ボス
ニア･ヘルツェゴヴィナは欧州ではもっとも高い
水準にある 39。
　公的企業については、政党雇用によって必要で
ない職員採用が強いられるために経営状態が悪化
するケースが多いといわれる。一例を挙げると、
ボスニア北西部のツァジン（Cazin）にある「ツァ
ジン水道事業体（JKP Vodvod Cazin）」はボシュニャ
ク人系有力政党の民主行動党の支配下にあり、毎
年新規採用を行っている。2014年も20名超の従
業員を新規に受け入れた。それらはすべて民主行
動党の党員・支持者とその縁故者である。同企業
は過剰雇用によって人件費が膨張を続け、毎年大
きな損益を出している。しかし、基礎自治体が設
立した公的企業なので、ツァジンの基礎自治体か
ら損失補填を受けて経営を続けている。その資金
はどこから来るのかといえば、全国民とその他
の企業が納める所得税と付加価値税である 40。全
国的に見ると、2014年に公的企業が抱える負債
は7億KM、同年のGDPの3%に達する。また公
的企業は赤字補填のために毎年多額の補助金を受
け取っており、それはこの国の財政赤字の一因に
なっている 。
　縁故採用では専門的な資格や能力は無視され、
縁故の有無によってのみ採用が決まる。もし能力
的に問題がある人が採用され、仕事を十分に遂行
できない場合には組織やクライアントに大きな迷
惑をかけることになる。職位が高位で重要なポジ
ションであるほど迷惑の程度は大きく、場合に
よっては大きな失敗や損失を招きかねない。実際、
この国の各地を回って住民に話を聞いていると、
「行政の中には能力に合わない仕事をしている職
員がいるので困る」という声を聞くことがよくあ
る。また学校教育や大学教育の分野でも縁故主義
的な採用があり、学校長の妻が職員に採用された
り、教授の子どもや妻が助手に採用されたりして
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いるケースがあることが報告されている 42。十分
な教授能力を持たない者が教職に就いた場合には
教育の質が保証されず、学生と学校、ならびに国
家が大きな被害を受けることが懸念される。
　他方で縁故主義的な採用が行われるところでは
いくら能力や資格があっても有力な縁故がなけれ
ば仕事に就くことができない。これは自ら努力を
し、資格や能力を身につけた人にとってはやりき
れない状況である。すでに見たようにこの国では
若年世代の就職難が大きな問題であるが、彼らの
中ではこの国での就職をあきらめて国を出て行く
者が増えている。ウェッブサイトや新聞には外国
での高収入の就職を仲介する業者の広告があふれ
ており、若者はこれに応募する形で出て行くこと
が多い。EU諸国では情報処理技術者や医療技術
者が不足している。そのため、セルビア人共和国
では2011-2014年に340人の医療関係者が職を求
めて外国に去ったという。これは「頭脳流出（odliv 

mozgova）」と呼ばれる現象であるが、この国で
も大きな問題になっている。国家が資金を投入し
て育成した専門的な資格を持つ人材が外国に流出
してしまうからである。
　そのような資格を持たない者でも外国に行くこ
と考えている者は多い。とくにこの国の国民には
難民として出国し、そのまま外国に定住した者が
多数いるので、そのつてをたどる者が少なくない。
さらにアフガニスタンやイラクなどの米軍基地に
民間人要員として働きに出る者も現れている。こ
れはアメリカ企業が求人広告を出し、エージェン
トを介して労働者を集めている。国内で働くより
もずっと給料がよい（平均月給3500ドル､ 国内
の平均月給の8倍）のでトゥーズラ県だけでも常
時3000人から5000人に上る人びとが働きに出て
いるといわれている 43。
　最後に道徳的な悪影響がある。ボスニア･ヘル
ツェゴヴィナの国家機関では近年とくに縁故主義
的な人事が露骨に行われるようになっている。政
権与党の要人政治家は世論の批判に少しも動じな
い。逆に彼らを批判する者は誰であれ、政権与党
によって即座に報復攻撃を受ける。野党もまった
くチェック機能を果たしていない。彼らも政権を
担当したときには家族や親戚を縁故採用した前歴

があるからだ。セルビア人共和国の議会の議長は
与党政治家が行った縁故主義的な人事を野党の政
治家が批判してもこれを否定せず、逆に野党の指
導者の妻子や親戚はどこで働いているのかと反論
した。ボスニア連邦でも事情はまったく同じであ
る。政治家は皆同じことをやっているので自分
らだけがとくに批判されることはないと考えてい
る。彼らは感覚が麻痺しどこが問題なのか自分で
は分からなくなっている 44。このような状況の中
では先に述べたブラダリッチのような政治家が議
会で縁故主義的な採用を止める呼びかけを行って
もその他の議員から賛同がないのは当然である。
　このように倫理感覚が麻痺した政治家が国家機
関の重要な地位を占め､ 大きな職務権限を持って
いるわけだから、職権乱用が起こりやすい。これ
は不正蓄財や賄賂の受領・強要などの腐敗と結び
つくのは容易に推察できる。政治家や各機関の要
職者は場合によっては公的機関の仕事を金銭的取
引の対象にし、これになびいて有力な縁故がない
者が仕事をお金で購入しようとするようなことが
起きる。政治家や要職者の倫理感覚の低下は中央
国家や構成体のレベルだけでなく、県レベルや基
礎自治体のレベルでも同様の状況である。このよ
うにしてあらゆる分野で不正や腐敗が発生し、ま
じめに努力をしようとする意欲を国民は失う。
　この国では「大学の卒業証書、公務員の仕事、
病院のベッドは賄賂によって購入できる」と人
びとの間でささやかれるが、これは調査によっ
てある程度裏付けられている。国連薬物犯罪事務
所（United Nations Offi ce on Drugs and Crime：略称
UNDOC）が2010年に実施した全国調査によると、
過去3年間に公的セクターの職員に採用された者
の14%が職を得るために金銭を支払ったり、贈
答品や供応を提供したりしたことを認めた。これ
は6人に1人の採用者が賄賂の提供を認めたこと
になる。これは自己申告の調査の結果であるから、
実際に賄賂を送った者はもっと多いと見るべきで
ある。他方、公的セクターの職員公募に応募した
が採用されなかった者に尋ねた結果では、その仕
事に適任の者が採用されたと考える者は5.6%に
過ぎず、縁故主義で誰かが採用されたと考える者
が50.1%、金銭の支払いで採用が誰かが採用され



73ボスニア・ヘルツェゴヴィナの失業問題と縁故主義

たと考える者が25.5%であった。公的セクターの
職員公募では不採用者の4分の3は公正な選考が
実施されず、縁故か賄賂によって採用者が決まっ
たと考えている 45。

5-2　問題是正のための課題

　縁故主義を是正するための課題を以下に述べ、
本稿の結びとしたい。
　公的セクターでの縁故主義的な採用や政党雇用
はこの国の極度の就職難によって促進されている
ことは明らかであるが、この現象の根っこにある
腐敗の風土は失業問題の解決を阻害する大きな障
害にもなっているように思われる。それは次のよ
うな事情からである。
　失業問題の解決のためには雇用機会を創出しな
ければならない。そのためには政府が明確な成長
戦略をもち、これを強い決意で実行に移さなけれ
ばならない。その際にどのような分野を発展させ
るかを明確にすることが重要であるが、この国で
今後成長が見込める有望な分野の1つは「観光産
業」である。ボスニア･ヘルツェゴヴィナには豊
かな自然環境がある。風光明媚な土地が至る所に
ある。昔ながらの農村が残っている。自然の恵み
である農産物も豊富にある。多民族が織りなす多
様な文化と歴史に関わる名所旧跡も数多い。それ
らは大きな観光資源として利用できる可能性を秘
めている。そのため、これらの資源を保全しつつ
活用して観光を成立させていけば大きな雇用機会
が生まれ、地域振興にもなるはずである。とくに
エコツーリズムは有望な成長分野になると考えら
れる。
　たとえば、首都サライェヴォからアドリア海
方面へ向かう幹線道路を車で下っていくとモス
タールとの中間地点でヤブラニチカ湖（Jablaničko 

jezero）に出くわす。この湖は水力発電のために
ネレトヴァ川の水をせき止めた結果としてできた
細長い人造湖である。大変美しい景観の湖であ
り、川魚も豊富に捕れる。しかし、その湖畔は保
養地や観光地として未開拓であり、観光シーズン
の夏場でさえ利用客はまばらにしか見えない。幹
線道路沿いにあり、交通の便もよいので、この自

然環境を保全・活用した観光を発展させることで
新たな雇用機会が生まれ、周辺地域にも波及効果
が生まれると考えられる。これをこのまま手つか
ずのまま放置しておくのは誠にもったいない。国
内外の企業家はどうしてここで事業開設のための
投資をしないのかを不思議に思い、調査地域のモ
スタールで何人かの人に尋ねた。異口同音に返っ
てくる答えはこうである。よい考えだが、恐らく
投資家はやってこない。なぜなら、そのような事
業を実行しようとすれば基礎自治体から中央国家
に至るまで多くのレベルの行政機関で許認可を取
得する必要があり、非常に膨大な時間がかかる。
これを多少とも短縮するためには各レベルの担当
者や政治家に賄賂を提供しなければならない。そ
のための時間とコストを考えると採算が採れず、
この事業を手がけようとする企業家はいないだろ
う。
　問題をもう少し一般的に考えたい。民間セク
ターでの雇用機会の創出の足枷になっている要因
は種々あるが、大きな要因の一つはビジネス環境
に様々な制約があることであり、そのために新規
ビジネスの開業（スタートアップ）が非常に困難
なことである。
　世界銀行は2003年から毎年『Doing business』
という報告書を公表し、ビジネス関連の規則と規
制に焦点を当て、世界189カ国でのビジネスのや
りやすさを比較評価している。これには10項目
の評価項目があり、その利便性に関して順位付け
が行われている。2015年のボスニア・ヘルツェ
ゴヴィナの総合順位は82位であった。それぞれ
の項目に関する2015年の順位は、（1）新規ビジ
ネスの開業：165位、（2）建設許可の取得：170位、
（3）電力の利用：131位、（4）財産登記：95位、（5）
銀行融資の利用：36位、（6）投資家保護：64位、
（7）税等の負担：151位、（8）国境を越えた貿易：

28位、（9）契約履行の強制：67位、（10）支払不
能問題の解決：35位であった。このうち、ビジ
ネスの開始手続きについては、必要な手続きの回
数がOECD加盟国平均と比べて2.3倍、所要日数
6倍、必要な費用4.3倍である 46。これを見るとこ
の国がいかに新たなビジネスを開始しにくい国で
あるかが分かる。外国資本にとっては同じ事業を
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開始するならばこの国よりも環境がよい国が他に
いくらでもある。したがって、このような不便な
国を選ぶ必要はないことになる。雇用機会の創出
のためにはビジネス環境を整備・改善し、新規の
開業を行いやすくすることが不可欠である。
　しかしながら、失業者支援を目的とするNGOの
ボスニア･ヘルツェゴヴィナ失業者協会（Udruženja 

nezaposlenih u BiH.）コーディネータのハサン・セ
イディチ（Hasan Sejdić）はこの国で雇用機会の創
出を阻んでいるもっとも大きな問題はこの20年
間に政治家が経済の問題を最優先の課題として取
り組まず、政争に明け暮れてきたことにあると述
べる 47。これは恐らく多くの人びとが同感する考
えであろう。この国では内戦後に明確な成長戦略
をもった発展計画は一度も形成されてこなかっ
た。それが経済の持続的な発展を阻害してきた。
そのため、雇用機会は増えず、失業者は減らなかっ
た。それどころか、経済政策や民営化の失敗など
によって失業者は増加してきた。失業問題は政治
の無為無策によって増幅され、解決が阻まれてき
た。失業問題の解決のためには政治指導者はこの
ような状況を是正し、この国の経済を成長軌道に
乗せる必要がある。
　他方、公的セクターでの縁故主義的な職員採用
や人員配置は社会正義にもとり、是非とも是正さ
れなければならない。そのためにはTI BiHが主
張するように公募による選考を法律で義務付ける
ことが必要である。公募の実施は資格や条件を明
確にし、選考の透明性を確保する方法として有効
である。しかし、公募は万能薬ではない。公募が
実施されても選考過程で縁故主義な採用の余地は
残る。金品や供応の提供などによって採用が決ま
る可能性もある。したがって、縁故主義や不正な
方法での採用を防止するためには公募に代わる職
員採用の方式も検討する必要がある。たとえば、
日本で実施されているような公務員採用試験制度
の導入が考えられる。組織の管理者による恣意的
な人員配置を防ぐような人事評制度や幹部職員選
抜制度の導入も必要である。
　これらは一朝一夕に導入できるものではないだ
ろう。公正な公務員の採用と配置を実現するため
にはこの国の政治の質を変える必要がある。政治

腐敗の防止メカニズムの設定は最重要の課題であ
り、先進国で実施されているような各種の法律や
規制をこの国でも導入する必要がある。しかし、
そのような変革の実行を現在の政治勢力に期待す
ることは非現実的である。彼らは現行のシステム
から利権を得ているため、これを変革する動機に
乏しいからである。したがって、当面この国の国
民、とくに有権者は「知る権利」を活用して現在
の政治家や行政の幹部職員の仕事を監視し、不正
や腐敗を明るみに出すように努力することが必要
である。しかし他方では腐敗した政治家と政党に
選挙で鉄槌を与え、政治から退出させなければな
らない。単なる政権交代では同じような行動をす
る政党が政権に就くだけであり、縁故主義と政党
雇用はなくならない。まったく新たな改革勢力に
出番を与えることが必要不可欠である。そのよう
な政治勢力を育て、政権を担当するチャンスを与
えることが必要である。それはこの国の国民に課
せられた民主主義の担い手としての課題である。
時間はかかるだろうが、問題の根底にある政治の
質を変えなければならない。迂遠のようだが、こ
の国の経済を成長軌道に乗せ、失業問題を解決す
る道はそこから始まるように思える。

注
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